
公立大学法人山口県立大学の業務の実績に関する評価の実施要領 新旧対照表 

旧 新 

第１ 趣旨 

   地方独立行政法人法第２８条及び第３０条、第７９条の規定に基づ

いて山口県公立大学法人評価委員会（以下「評価委員会」という。）

が行う公立大学法人山口県立大学（以下「法人」という。）の業務の

実績に関する評価を適切に行うため、評価の実施に関し必要な事項を

定める。 

第２ (略) 

第３ 評価の種類等 

   評価委員会が実施する評価の種類、対象、趣旨、実施時期は、次の

表のとおりとする。 

種 類 対 象 趣 旨 実施時期 

事業年度

評価 

各事業年度における

中期計画の進捗状況 

中期目標の達成に向け

た中期計画の進捗度の

点検 

当該事業年度

の終了後概ね

５月以内 

中期目標

期間終了

時見込み

評価 

当該中期目標の期間

の終了時に見込まれ

る中期目標の達成状

況 

中期目標の達成、未達

成の見込みの確認 

当該中期目標

の期間の第４

年度の終了後

概ね５月以内 

中期目標

期間評価 

当該中期目標の期間

における中期目標の

達成状況 

中期目標の達成、未達

成の確認 

当該中期目標

の期間の終了

後概ね５月以

内 
 

第１ 趣旨 

   地方独立行政法人法第７８条の２及び第７９条の規定に基づいて山

口県公立大学法人評価委員会（以下「評価委員会」という。）が行う

公立大学法人山口県立大学（以下「法人」という。）の業務の実績に

関する評価を適切に行うため、評価の実施に関し必要な事項を定め

る。 

第２ (略) 

第３ 評価の種類等 

   評価委員会が実施する評価の種類、対象、趣旨、実施時期は、次の

表のとおりとする。 

種 類 対 象 趣 旨 実施時期 

中期目標

期間終了

時見込み

評価 

当該中期目標の期間

の終了時に見込まれ

る中期目標の達成状

況 

中期目標の達成、

未達成の見込みの

確認 

当該中期目標の期

間の第４年度の終

了後概ね５月以内 

中期目標

期間評価 

当該中期目標の期間

における中期目標の

達成状況 

中期目標の達成、

未達成の確認 

当該中期目標の期

間の終了後概ね５

月以内 
 

第４ 評価の方法 第４ 評価の方法 

１ (略)   １ (略) 

資 料 ７ 
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２ 評価項目 

評価項目は、次の各号に掲げる評価の種類に応じ、当該各号に定め

るとおりとする。 

(1)事業年度評価 別表第１ 

(2)中期目標期間終了時見込み評価及び中期目標期間評価 別表第２ 

３ 評価基準及びその判断の目安 

評価基準及びその判断の目安は、次の各号に掲げる評価の種類に

応じ、当該各号に定めるとおりとする。 

(1)事業年度評価 別表第３ 

(2)中期目標期間終了時見込み評価及び中期目標期間評価 別表第４ 

２ 評価項目 

評価項目は、別表第１のとおりとする。 

 

 

 

３ 評価基準及びその判断の目安 

評価基準及びその判断の目安は、別表第２のとおりとする。  

４ 評価の手順 

  評価の手順は次のとおりとする。 

(1)法人の自己評価の実施、業務実績報告書の提出 

  法人は、この要領に定める評価の方法に基づき自己評価を行い、

次の各号に掲げる評価の種類に応じ、当該各号に定める様式により

その結果を業務実績報告書として取りまとめ、評価の実施時期が属

する年度の６月３０日までに評価委員会に提出する。 

  ア 事業年度評価 別記様式第１号 

  イ 中期目標期間終了時見込み評価及び中期目標期間評価 別記

様式第２号 

(2)(略) 

(3)評価書原案の作成、法人への提示 

 評価委員会は、検証結果に基づいて、次の各号に掲げる評価の種

類に応じ、当該各号に定める様式により、評価書の原案を作成し、

法人に提示する。 

  ア 事業年度評価 別記様式第３号 

  

４ 評価の手順 

  評価の手順は次のとおりとする。 

 (1)法人の自己評価の実施、業務実績報告書の提出 

   法人は、この要領に定める評価の方法に基づき自己評価を行い、

別記様式第１号によりその結果を業務実績報告書として取りまと

め、評価の実施時期が属する年度の６月３０日までに評価委員会に

提出する。 

        

     

     

  (2)(略) 

  (3)評価書原案の作成、法人への提示 

評価委員会は、検証結果に基づいて、別記様式第２号により、評

価書の原案を作成し、法人に提示する。  



旧 新 

イ 中期目標期間終了時見込み評価及び中期目標期間評価 別記

様式第４号 

(4)、(5) (略) 

第５～第７ (略) 

  附 則 (略) 

 

 

 

 

別表第１ 事業年度評価における評価項目(要領第４－２(1)関係) 

(略) 

 

 

(4)、(5) (略) 

第５～第７ (略) 

  附 則 (略) 

附 則 

  この要領は、令和 年 月 日から施行し、公立大学法人山口県立大 

学の令和５年度における業務の実績に係る評価から適用する。 

 

(削除) 

 

 

別表第２ 中期目標期間評価における評価項目(要領第４－２(2)関係)

(略) 

別表第１ 中期目標期間終了時見込み評価及び中期目標期間評価における

評価項目(要領第４－２関係) 

 (略) 
 

 

別表第３ 事業年度評価における評価基準及びその判断の目安(要領第４

－３(1)関係) 

 (略) 

 (削除) 

別表第４ 中期目標期間終了時見込み評価及び中期目標期間評価における

評価基準及びその判断の目安(要領第４－３(2)関係) 

別表第２ 中期目標期間終了時見込み評価及び中期目標期間評価における

評価基準及びその判断の目安(要領第４－３関係) 

(略) (略) 
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別記様式第１号 平成 年度に係る業務の実績に関する報告書（事業年度

評価） 

(略) 

(削除) 

 

 

別記様式第２号 第 期中期目標に係る業務の実績に関する報告書(中期

目標期間評価) 

 (略) 

別記様式第１号 第 期中期目標に係る業務の実績に関する報告書(中期

目標期間評価) 

 (略) 

別表様式第３号 公立大学法人山口県立大学の平成 年度に係る業務の実

績に関する評価結果 

(削除) 

(略)  

  

別表様式第４号 公立大学法人山口県立大学の第 期中期目標に係る業務

の実績に関する評価結果 

別表様式第２号 公立大学法人山口県立大学の第 期中期目標に係る業

務の実績に関する評価結果 

(略) (略) 

 

 

 


